






要約:神経芽腫マス・スクリーニング(以下 MS)が国家事業として実施されてから 7 年経過

したが、①:MS 導入前の正確な患者統計がないこと、②:ほとんどの府県で定性検査が先行

し途中で定量検査に変更されたため、精度の面で混乱した時期があったこと、③：MS 症例

と非 MS 症例では分子生物学的特性が異なることや予後に差がありすぎること、④:MS 事業

としては 6～7 ヵ月頃に 1 回しか検査を行っていないため、MS 後に発見される症例が多発

していることなどの理由で、本スクリーニングに関しては積極的肯定から否定的意見まで

評価が一定していない。1-3) 

MS の導入により、神経芽腫発生数、MS症例および非 MS 症例が全神経芽腫症例に占める割

合、早期症例数ならびに進行症例数がどのように変化したかを調査し、本スクリーニング

の評価を行い、以下の結果を得た。 

1)MS の導入により、以前に比べて多数の神経芽腫患者が登録されるようになった。 

2)MS 導入後は MS 症例が 70.6%、非 MS症例が 23.5%、MS 後発見例が 5.9%の割合となった。 

3)MS 導入により、Ⅰ・Ⅱ期の早期症例が 28%より 47%へと増加し、非 MS 例は 0 となった。 

4)MS 導入により非 MS 例のⅢ期症例は 26%より 5.9%へと著減した。 

以上より、大阪市においては MS により、神経芽腫の患者数は増加したが、早期症例の増加

とともにⅢ期の進展症例が減少しており、その有用性を認めた。 


